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自筆証書遺言書保管制度 

自筆証書遺言書保管制度とはどんな制度ですか？ 

自分で書いた遺言書(自筆証書遺言)を法務局で公式に、安全に、保管してもら

える制度です。一言でいうと「なくならない・改ざんされない・すぐ見つかる」

が自筆証書遺言書保管制度です。自筆証書遺言を法務局に保管することで改ざ

んや紛失を防ぎ、確実に自分の財産と意思を伝えることができます。人生の最

終回に自筆証書遺言を間違いなく残せるのが自筆証書遺言書保管制度です。 

自筆証書遺言書保管制度のメリットは？ 

自筆証書遺言には、一人で作成でき、手軽で自由度が高いというメリットがあ

ります。しかし、自筆証書遺言による遺言書は、自宅などで保管されることが

多かったことから、紛失・改ざん・破棄・隠匿のおそれ、遺言書の形式不備で

遺言内容が無効になるおそれ、相続人に遺言書の存在が知られないまま遺産分

割がされるおそれがありました。これらの問題点に対し、公的機関(法務局)

で自筆証書遺言を保管する自筆証書遺言書保管制度を利用することで法務局

が厳重に保管することから紛失・改ざん等のおそれがなくなります。法務局職

員が遺言書に方式不備がないか確認しますから遺言内容が無効になるおそれ

がなくなります。相続開始後、法務局に遺言書が保管されている旨を相続人等

に通知するので相続人が間違いなく遺産分割できるようになります。通常の遺

言は、亡くなった後に家庭裁判所で検認手続きが必要ですが、この制度なら検

認手続きが省かれますから遺言の手続きが早くできます。 

自筆証書遺言書保管制度についてわかりやすい参考資料を探していたところ『法務省民事局作成

の遺言書保管申請ガイドブック』にあたりました。自筆証書遺言を法務局に保管するまでの流れ

をわかりやすく解説していました。今号でそれを紹介します。詳しい内容は次のアドレスです。 

https://www.moj.go.jp/MINJI/common_igonsyo/pdf/guidebook_r7.pdf 

是非、一度アクセスしてみてください 
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法務局に行く 


